
別添 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島第二原子力発電所 計量管理規定 変更比較表 
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福島第二原子力発電所 計量管理規定 変更比較表 

下線：変更箇所 
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変  更  前 変  更  後 備  考 

 

 

 

 

   昭和５５年 ９月１８日     （認可番号５５安（保障）第２３７７号） 

   昭和５７年 ６月 ３日 １次改正（認可番号５７安（保障）第２１８１号） 

   昭和５９年 ９月１３日 ２次改正（認可番号５９安（保障）第３３３８号） 

   昭和６１年 ４月１１日 ３次改正（認可番号６１安（保障）第２０６０号） 

   昭和６２年 ８月２５日 ４次改正（認可番号６２安（保障）第３１９０号） 

   昭和６３年１０月 １日 ５次改正（認可番号６３安（保障）第５４２１号） 

   平成 ７年 ３月 １日 ６次改正（認可番号 ７安（保障）第１５９１号） 

   平成 ８年 ２月２７日 ７次改正（認可番号 ８安（保障）第 ２８２号） 

   平成 ８年 ６月２７日 ８次改正（認可番号 ８安（保障）第３４３１号） 

   平成 ９年１０月 １日 ９次改正（認可番号 ９原（保障）第２５５２号） 

   平成１２年 ３月３１日１０次改正（認可番号１２原（保障）第２３９５号） 

   平成１６年 ６月１８日１１次改正（認可番号１６ 諸文科科 第１２３８号） 

   平成１８年１２月２５日１２次改正（認可番号１８ 諸文科科 第３４７２号） 

   平成２０年１０月 ９日１３次改正（認可番号２０ 諸文科科 第３０２４号） 

   平成２５年 ８月３０日１４次改正（認可番号 原規保発第１３０８３０４号） 

   平成２６年 ４月 １日１５次改正（認可番号 原規放発第１４０３２５８号） 

   平成２６年１０月２２日１６次改正（認可番号 原規放発第１４１０１７３号） 

 平成２８年 ３月２８日１７次改正（認可番号 原規放発第１６０３２８３号） 

 

 

 

 

 

 

   昭和５５年 ９月１８日     （認可番号５５安（保障）第２３７７号） 

   昭和５７年 ６月 ３日 １次改正（認可番号５７安（保障）第２１８１号） 

   昭和５９年 ９月１３日 ２次改正（認可番号５９安（保障）第３３３８号） 

   昭和６１年 ４月１１日 ３次改正（認可番号６１安（保障）第２０６０号） 

   昭和６２年 ８月２５日 ４次改正（認可番号６２安（保障）第３１９０号） 

   昭和６３年１０月 １日 ５次改正（認可番号６３安（保障）第５４２１号） 

   平成 ７年 ３月 １日 ６次改正（認可番号 ７安（保障）第１５９１号） 

   平成 ８年 ２月２７日 ７次改正（認可番号 ８安（保障）第 ２８２号） 

   平成 ８年 ６月２７日 ８次改正（認可番号 ８安（保障）第３４３１号） 

   平成 ９年１０月 １日 ９次改正（認可番号 ９原（保障）第２５５２号） 

   平成１２年 ３月３１日１０次改正（認可番号１２原（保障）第２３９５号） 

   平成１６年 ６月１８日１１次改正（認可番号１６ 諸文科科 第１２３８号） 

   平成１８年１２月２５日１２次改正（認可番号１８ 諸文科科 第３４７２号） 

   平成２０年１０月 ９日１３次改正（認可番号２０ 諸文科科 第３０２４号） 

   平成２５年 ８月３０日１４次改正（認可番号 原規保発第１３０８３０４号） 

   平成２６年 ４月 １日１５次改正（認可番号 原規放発第１４０３２５８号） 

   平成２６年１０月２２日１６次改正（認可番号 原規放発第１４１０１７３号） 

 平成２８年 ３月２８日１７次改正（認可番号 原規放発第１６０３２８３号） 

令和 ３年  月  日１８次改正（認可番号 原規放発第       号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・施行期日の追加に伴

う変更 



福島第二原子力発電所 計量管理規定 変更比較表 

下線：変更箇所 
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変  更  前 変  更  後 備  考 

                         第２編 原子炉の設置又は運転の用に供する 

               核燃料物質に関する計量管理 

 

 

                                     第１章 組織及び職務 

 

（計量管理責任者） 

第５条 原子炉の設置又は運転の用に供する核燃料物質（以下この編において「核燃料物質」とい

う。）の計量管理を適切に行うために，発電所に計量管理責任者をおく。 

２ 計量管理責任者は，燃料ＧＭとする。 

３ 計量管理責任者の上位職の者は，計量管理責任者に疾病その他やむを得ない事由が見込まれる

場合には，あらかじめ計量管理責任者の代行者を指名するなど，計量管理に関する業務を滞りな

く遂行できるよう必要な措置を講じる。 

 

（計量管理組織） 

第６条 発電所における計量管理に関する組織は，別図１に定めるとおりとする。 

 

（職  務） 

第７条 発電所における計量管理に関する業務に携わる者の職務は，次に定めるとおりとする。 

 (1) 発電所長（以下「所長」という。）は，発電所における計量管理に関する業務が適切に実施さ

れるための指揮，監督等の総括業務を行うものとする。 

 (2) 計量管理責任者は，核燃料物質の計量管理に関する業務の適切な実施又は取りまとめを行う

ものとする。 

 (3) 本社・原子力運営管理部燃料管理ＧＭは，核燃料物質の計量管理に関する業務について計量管理責

任者を支援，指導するものとする。 

 

 

                               第２章 核燃料物質計量管理区域 

 

（設定及びその符号） 

第８条 発電所の原子炉及びその附属施設ごとに，核燃料物質計量管理区域（以下「ＭＢＡ」とい

う。）を設定する。 

２ ＭＢＡ及びその符号は，別表２に定めるとおりとする。 

 

 

                                      第３章 主要測定点 

 

（設定及びその符号） 

第９条 各ＭＢＡ内に計量管理を行うための主要測定点（以下「ＫＭＰ」という。）を設定する。 

２ ＫＭＰ及びその符号は，別図２に定めるとおりとする。 

                         第２編 原子炉の設置又は運転の用に供する 

               核燃料物質に関する計量管理 

 

 

                                     第１章 組織及び職務 

 

（計量管理責任者） 

第５条 原子炉の設置又は運転の用に供する核燃料物質（以下この編において「核燃料物質」という。）

の計量管理を適切に行うために，発電所に計量管理責任者をおく。 

２ 計量管理責任者は，燃料・輸送ＧＭとする。 

３ 計量管理責任者の上位職の者は，計量管理責任者に疾病その他やむを得ない事由が見込まれる場

合には，あらかじめ計量管理責任者の代行者を指名するなど，計量管理に関する業務を滞りなく遂

行できるよう必要な措置を講じる。 

 

（計量管理組織） 

第６条 発電所における計量管理に関する組織は，別図１に定めるとおりとする。 

 

（職  務） 

第７条 発電所における計量管理に関する業務に携わる者の職務は，次に定めるとおりとする。 

 (1) 発電所長（以下「所長」という。）は，発電所における計量管理に関する業務が適切に実施さ

れるための指揮，監督等の総括業務を行うものとする。 

 (2) 計量管理責任者は，核燃料物質の計量管理に関する業務の適切な実施又は取りまとめを行うも

のとする。 

 (3) 本社・原子力運営管理部燃料管理ＧＭは，核燃料物質の計量管理に関する業務について計量管理責

任者を支援，指導するものとする。 

 

 

                               第２章 核燃料物質計量管理区域 

 

（設定及びその符号） 

第８条 発電所の原子炉及びその附属施設ごとに，核燃料物質計量管理区域（以下「ＭＢＡ」という。）

を設定する。 

２ ＭＢＡ及びその符号は，別表２に定めるとおりとする。 

 

 

                                      第３章 主要測定点 

 

（設定及びその符号） 

第９条 各ＭＢＡ内に計量管理を行うための主要測定点（以下「ＫＭＰ」という。）を設定する。 

２ ＫＭＰ及びその符号は，別図２に定めるとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織改編に伴う変更 
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下線：変更箇所 
3／12 

変  更  前 変  更  後 備  考 

（払出し手続） 

第２０条 計量管理責任者は，核燃料物質を各ＭＢＡから払出す場合は，各ＭＢＡからの核燃料物

質の搬出が完了した時点をもって払出しが行われるものとし，当該核燃料物質に関する記録に基

づき，核燃料物質の種類及び数量の確認並びに同定を行うとともに，必要に応じ第７章に定める

測定を実施するものとする。 

２ 計量管理責任者は,発電所外に払出しを行う場合,前項の確認等に基づき,核燃料物質移動通知

書を作成するとともに，払出し先に通知するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず，海外へ核燃料物質を払出す場合は，海外施設への核燃料物質の移転

に係る書類をもって核燃料物質移動通知書にかえることができるものとする。 

４ 計量管理責任者は，核燃料物質を払出した場合は，第９章に定めるところにより必要な記録を

行うものとする。 

５ 核燃料物質移動通知書には，次に定める事項を含むものとする。 

 (1) 払出し先の事業者名，所在地 

 (2) 受取り責任者名 

 (3) 核燃料物質のバッチ符号，種類，数量，供給当事国別管理区分及び燃焼度 

 

（事故損失及び事故増加の手続） 

第２１条 計量管理責任者は，事故等の不測の事態が発生したことにより核燃料物質の損失若しく

は増加が生じた場合又は生じたと見なされる場合は，これを事故損失又は事故増加とし，速やか

に所長に報告するとともに，その原因並びに核燃料物質の種類及び数量等を確認するものとする。 

２ 計量管理責任者は，事故損失又は事故増加が発生した場合は，第９章に定めるところにより必

要な記録を行うものとする。 

 

（保管及び貯蔵の手続） 

第２２条 計量管理責任者は，核燃料物質を保管又は貯蔵する場合は，当該核燃料物質の員数勘定

及び必要な場合は同定を行うものとする。 

２ 計量管理責任者は，核燃料物質を保管又は貯蔵した場合は，第９章に定めるところにより必要

な記録を行うものとする。 

 

（試料の収去及び保管の手続） 

第２３条 計量管理責任者は，法律第６１条の８の２第２項及び法律第６１条の２３の７第２項又

は法律第６８条第１項，第５項，第８項及び第９項の規定に基づき，原子力規制委員会の指定す

るその職員若しくは指定保障措置検査等実施機関の検査員又は国際原子力機関の指定する者若し

くは国際規制物資の供給当事国政府の指定する者（以下「査察官等」という。）から試料の収去を

求められた場合は，これに協力するものとする。 

２ 計量管理責任者は，収去された試料について査察官等から保管を依頼された場合は，これを保

管するものとする。 

３ 計量管理責任者は，試料が収去された場合は，必要な記録を行うものとする。 

 

（払出し手続） 

第２０条 計量管理責任者は，核燃料物質を各ＭＢＡから払出す場合は，各ＭＢＡからの核燃料物

質の搬出が完了した時点をもって払出しが行われるものとし，当該核燃料物質に関する記録に基

づき，核燃料物質の種類及び数量の確認並びに同定を行うとともに，必要に応じ第７章に定める

測定を実施するものとする。 

２ 計量管理責任者は,発電所外に払出しを行う場合,前項の確認等に基づき,核燃料物質移動通知

書を作成するとともに，払出し先に通知するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず，海外へ核燃料物質を払出す場合は，海外施設への核燃料物質の移転

に係る書類をもって核燃料物質移動通知書にかえることができるものとする。 

４ 計量管理責任者は，核燃料物質を払出した場合は，第９章に定めるところにより必要な記録を

行うものとする。 

５ 核燃料物質移動通知書には，次に定める事項を含むものとする。 

 (1) 払出し先の事業者名，所在地 

 (2) 受取り責任者名 

 (3) 核燃料物質のバッチ符号，種類，数量，供給当事国別管理区分及び燃焼度 

 

（事故損失及び事故増加の手続） 

第２１条 計量管理責任者は，事故等の不測の事態が発生したことにより核燃料物質の損失若しく

は増加が生じた場合又は生じたと見なされる場合は，これを事故損失又は事故増加とし，速やか

に所長に報告するとともに，その原因並びに核燃料物質の種類及び数量等を確認するものとする。 

２ 計量管理責任者は，事故損失又は事故増加が発生した場合は，第９章に定めるところにより必

要な記録を行うものとする。 

 

（保管及び貯蔵の手続） 

第２２条 計量管理責任者は，核燃料物質を保管又は貯蔵する場合は，当該核燃料物質の員数勘定

及び必要な場合は同定を行うものとする。 

２ 計量管理責任者は，核燃料物質を保管又は貯蔵した場合は，第９章に定めるところにより必要

な記録を行うものとする。 

 

（試料の収去及び保管の手続） 

第２３条 計量管理責任者は，法律第６１条の８の２第２項及び法律第６１条の２３の７第２項又

は法律第６８条第１項，第４項，第７項及び第８項の規定に基づき，原子力規制委員会の指定す

る当該職員若しくは指定保障措置検査等実施機関の検査員又は国際原子力機関の指定する者若し

くは国際規制物資の供給当事国政府の指定する者（以下「査察官等」という。）から試料の収去を

求められた場合は，これに協力するものとする。 

２ 計量管理責任者は，収去された試料について査察官等から保管を依頼された場合は，これを保

管するものとする。 

３ 計量管理責任者は，試料が収去された場合は，必要な記録を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・法律改正に伴う変更 
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変  更  前 変  更  後 備  考 

                           第１１章 国際約束の遵守等に係る事項 

 

 

（設計情報質問表等の保管） 

第４５条 計量管理責任者は，原子力規制委員会から通知のあった，発電所の各施設に係る設計情報

質問表及び施設付属書を発電所に備えておくものとする。 

 

 

（設計情報質問表の変更） 

第４６条 計量管理責任者は，別表９に定める設計情報質問表の変更及び別表９によらない設計情報

質問表の変更に関連する情報について，別表１０の定めるところにより，原子力規制委員会に連絡

するものとする。 

２ 計量管理責任者は，前項の場合において原子力規制委員会から要請があったときは，必要な協力

を行うものとする。 

 

 

（供給当事国等の確認） 

第４７条 計量管理責任者は，海外から核燃料物質を受入れる場合，核燃料物質の供給当事国別管理

に必要があるときは，当該核燃料物質の種類及び数量並びに供給当事国別管理に関する情報につい

てあらかじめ国際約束に基づく連絡を受けていることを確認するものとする。 

 

 

（封印及び監視装置） 

第４８条 計量管理責任者は，査察官等が，法律第６１条の８の２第２項及び法律第６１条の２３の

７第２項又は法律第６８条第１１項，第１２項，第１３項及び第１４項の規定に基づき取付けた封

印又は監視装置を取外す必要が生じた場合は，あらかじめ，ただしやむをえない場合には取外し後

速やかに，次に定める事項を原子力規制委員会へ連絡するものとする。 

 (1) 封印又は監視装置の取外しの日時 

 (2) 封印又は監視装置の取外しの理由 

 (3) 封印又は監視装置の番号 

２ 前項の規定にかかわらず，原子力規制委員会から連絡の必要がないとあらかじめ通知された封印

については，取外しについての連絡を行う必要がないものとする。ただし，この場合，前項各号の

事項を記録するものとする。 

 

 

（連  絡） 

第４９条 計量管理責任者は，次に定める事項に関し支障が生じた場合又はそのおそれがある場合は，

その状況について速やかに原子力規制委員会へ連絡するものとする。 

 (1) 第２３条第１項及び第２項に定める試料の収去及び保管 

 (2) 第４８条第１項に定める封印又は監視装置の管理 

 

 

                           第１１章 国際約束の遵守等に係る事項 

 

 

（設計情報質問表等の保管） 

第４５条 計量管理責任者は，原子力規制委員会から通知のあった，発電所の各施設に係る設計情

報質問表及び施設付属書を発電所に備えておくものとする。 

 

 

（設計情報質問表の変更） 

第４６条 計量管理責任者は，別表９に定める設計情報質問表の変更及び別表９によらない設計情

報質問表の変更に関連する情報について，別表１０の定めるところにより，原子力規制委員会に

連絡するものとする。 

２ 計量管理責任者は，前項の場合において原子力規制委員会から要請があったときは，必要な協

力を行うものとする。 

 

 

（供給当事国等の確認） 

第４７条 計量管理責任者は，海外から核燃料物質を受入れる場合，核燃料物質の供給当事国別管

理に必要があるときは，当該核燃料物質の種類及び数量並びに供給当事国別管理に関する情報に

ついてあらかじめ国際約束に基づく連絡を受けていることを確認するものとする。 

 

 

（封印及び監視装置） 

第４８条 計量管理責任者は，査察官等が，法律第６１条の８の２第２項及び法律第６１条の２３

の７第２項又は法律第６８条第１０項，第１１項，第１２項及び第１３項の規定に基づき取付け

た封印又は監視装置を取外す必要が生じた場合は，あらかじめ，ただしやむをえない場合には取

外し後速やかに，次に定める事項を原子力規制委員会へ連絡するものとする。 

 (1) 封印又は監視装置の取外しの日時 

 (2) 封印又は監視装置の取外しの理由 

 (3) 封印又は監視装置の番号 

２ 前項の規定にかかわらず，原子力規制委員会から連絡の必要がないとあらかじめ通知された封

印については，取外しについての連絡を行う必要がないものとする。ただし，この場合，前項各

号の事項を記録するものとする。 

 

 

（連  絡） 

第４９条 計量管理責任者は，次に定める事項に関し支障が生じた場合又はそのおそれがある場合

は，その状況について速やかに原子力規制委員会へ連絡するものとする。 

 (1) 第２３条第１項及び第２項に定める試料の収去及び保管 

 (2) 第４８条第１項に定める封印又は監視装置の管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・法律改正に伴う変更 
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  更  前 変  更  後 備  考 

                                          付   則 

 

 

（施行期日） 

第１条 この規定は，平成２８年 ４月 １日から施行する。 

 

                                          付   則 

 

 

（施行期日） 

第１条 この規定は，令和 ３年  月  日から施行する。 

 

 

 

 

 

・この規定は，原子力

規制委員会の認可を

受けた後，適切な日

に施行するものとす

る。 
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変  更  前 変  更  後 備  考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織改編に伴う変更 

 

別図－１  計量管理組織（第６条，第５１条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：    印は発電所計量管理関係職位を示す。 

原子力・立地本部長 原子力運営管理部長 保守管理GM 

燃料管理GM 

所長 燃料・輸送GM 

（本社） 

（福島第二原子力発電所） 

ユニット所長 

安全総括部長 

保全・工事部長 計測制御GM 

廃止措置安全
センター所長 

別図－１  計量管理組織（第６条，第５１条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：    印は発電所計量管理関係職位を示す。 

原子力・立地本部長 原子力運営管理部長 保守管理GM 

燃料管理GM 

所長 燃料GM 

（本社） 

（福島第二原子力発電所） 

ユニット所長 運転管理部長 

保全部長 計測制御GM 
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変  更  前 変  更  後 備  考 

別図－２  ＫＭＰ及びその符号（第９条，第５４条関係） 

 

 (1) 原子炉の設置又は運転の用に供する核燃料物質に関するＭＢＡにおけるＫＭＰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   注１：取出し後再装荷するバッチについては，取出し時の核的生成量及び核的損耗 

      量に負符号を付した値をＫＭＰ２で取扱うものとする。 

   注２：払出し時のプルトニウム 241 の崩壊による核的損耗量は，ＫＭＰ２で取扱う 

      ものとする。 

   注３：区分変更はＫＭＰ２で取扱うものとする。 

   注４：事故増加はＫＭＰ１，事故損失はＫＭＰ３で取扱うものとする。 

   注５：新燃料輸送容器中の核燃料物質はＫＭＰＡで取扱い，使用済燃料輸送容器中 

      の核燃料物質はＫＭＰＣで取扱うものとする。 

 

 

 

(2) 使用の許可を受けた核燃料物質に関するＭＢＡにおけるＫＭＰ 

 

 

 

 

 

 

 

   注１：保障措置免除はＫＭＰ２，保障措置再適用はＫＭＰ１で取扱うものとする。 

 

別図－２  ＫＭＰ及びその符号（第９条，第５４条関係） 

 

 (1) 原子炉の設置又は運転の用に供する核燃料物質に関するＭＢＡにおけるＫＭＰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   注１：取出し後再装荷するバッチについては，取出し時の核的生成量及び核的損耗 

      量に負符号を付した値をＫＭＰ２で取扱うものとする。 

   注２：払出し時のプルトニウム 241 の崩壊による核的損耗量は，ＫＭＰ２で取扱う 

      ものとする。 

   注３：区分変更はＫＭＰ２で取扱うものとする。 

   注４：事故増加はＫＭＰ１，事故損失はＫＭＰ３で取扱うものとする。 

   注５：新燃料輸送容器中の核燃料物質はＫＭＰＡで取扱い，使用済燃料輸送容器中 

      の核燃料物質はＫＭＰＣで取扱うものとする。 

   注６：ＫＭＰＣからＫＭＰＡへの移動は，使用済燃料プールに保管している新燃料に 

限るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用済燃料プール等

(KMP-C)から新燃料

貯蔵庫等(KMP-A)へ

の燃料移動に伴う矢

印の追加による変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用済燃料プール等

(KMP-C)から新燃料

貯蔵庫等(KMP-A)へ

の燃料移動に伴う注

記６の追加による変

更 

 

 

・別図－２(2)は次頁に

移動 

 

 

受入れ 

① 

ＭＢＡ 

② 
払出し 

在 庫 ： Ａ 

 

使用済燃料：Ｃ 

プ ー ル 等 

新 燃 料：Ａ 

貯蔵庫等 

原 子 炉：Ｂ 

受入れ 

① 

ＭＢＡ 

③ 

②

」 

取出し 

再装荷 

払出し 

 

使用済燃料：Ｃ 

プ ー ル 等 

新 燃 料：Ａ 

貯蔵庫等 

原 子 炉：Ｂ 

受入れ 

① 

ＭＢＡ 

③ 

②

」 

取出し 

再装荷 

払出し 
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変  更  前 変  更  後 備  考 

なし  

(2) 使用の許可を受けた核燃料物質に関するＭＢＡにおけるＫＭＰ 

 

 

 

 

 

 

 

   注１：保障措置免除はＫＭＰ２，保障措置再適用はＫＭＰ１で取扱うものとする。 

   注２：事故増加はＫＭＰ１，事故損失はＫＭＰ２で取扱うものとする。 

 

・前頁からの移動によ

る新規頁追加及び記載

適正化 

 

 

受入れ 

① 

ＭＢＡ 

② 
払出し 

在 庫 ： Ａ 
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変  更  前 変  更  後 備  考 

   注２：事故増加はＫＭＰ１，事故損失はＫＭＰ２で取扱うものとする。 

別表－１ 用語の定義（第３条関係） 

 

用        語 定                 義 

１．核燃料物質の種類 

 

 

 

 

 

２．特定核分裂性物質 

 

 

 

３．新日米協定 

 

 

４．旧日米協定 

 

 

 

 

 

５．設計情報質問表 

  (DIQ: Design 

   Information 

   Questionnaire) 

 

 

６．施設付属書 

  (FA:Facility 

     Attachment) 

 

 

 高濃縮ウラン（濃縮度 20% 以上のウラン） 

 低濃縮ウラン（濃縮度 20% 未満かつ 0.711%より大きいウラン） 

 天然ウラン（天然に産するウラン） 

 劣化ウラン（濃縮度 0.711%以下で天然ウランでないウラン） 

 プルトニウム 

 

 高濃縮ウラン，低濃縮ウラン，天然ウラン及び劣化ウランにあ 

 ってはウラン 235 ，プルトニウムにあってはプルトニウム 239     

及びプルトニウム 241 

 

 「原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメ 

 リカ合衆国政府との間の協定」（昭和６３年条約第５号） 

 

 「原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とア 

 メリカ合衆国政府との間の協定」（昭和３３年条約第１３号） 

 及び 

 「原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とア 

 メリカ合衆国政府との間の協定」（昭和４３年条約第１４号） 

 

 「核兵器の不拡散に関する条約第３条１及び４の規定の実施に 

 関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定」（昭和５２ 

 年条約第１３号）の第８条及び第４２条～第５０条の規定に基 

 づき日本国政府が国際原子力機関へ提供する原子力施設の特徴 

 に関する情報を記載した文書 

 

 「核兵器の不拡散に関する条約第３条１及び４の規定の実施に 

 関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定」（昭和５２ 

 年条約第１３号）の第３９条の規定に基づき日本国政府と国際 

 原子力機関との間で作成された補助取極の中で原子力施設の保 

 障措置の具体的方法を記載した文書  
 

                                        

別表－１ 用語の定義（第３条関係） 

 

用        語 定                 義 

１．核燃料物質の種類 

 

 

 

 

 

２．特定核分裂性物質 

 

 

 

３．新日米協定 

 

 

４．旧日米協定 

 

 

 

 

 

５．設計情報質問表 

  (DIQ: Design 

   Information 

   Questionnaire) 

 

 

６．施設付属書 

  (FA:Facility 

     Attachment) 

 

 

 高濃縮ウラン（濃縮度 20% 以上のウラン） 

 低濃縮ウラン（濃縮度 20% 未満かつ 0.711%より大きいウラン） 

 天然ウラン（天然に産するウラン） 

 劣化ウラン（濃縮度 0.711%以下で天然ウランでないウラン） 

 プルトニウム 

 

 高濃縮ウラン，低濃縮ウラン，天然ウラン及び劣化ウランにあ 

 ってはウラン 235 ，プルトニウムにあってはプルトニウム 239     

及びプルトニウム 241 

 

 「原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメ 

 リカ合衆国政府との間の協定」（昭和６３年条約第５号） 

 

 「原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とア 

 メリカ合衆国政府との間の協定」（昭和３３年条約第１３号） 

 及び 

 「原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とア 

 メリカ合衆国政府との間の協定」（昭和４３年条約第１４号） 

 

 「核兵器の不拡散に関する条約第３条１及び４の規定の実施に 

 関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定」（昭和５２ 

 年条約第１３号）の第８条及び第４２条～第５０条の規定に基 

 づき日本国政府が国際原子力機関へ提供する原子力施設の特徴 

 に関する情報を記載した文書 

 

 「核兵器の不拡散に関する条約第３条１及び４の規定の実施に 

 関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定」（昭和５２ 

 年条約第１３号）の第３９条の規定に基づき日本国政府と国際 

 原子力機関との間で作成された補助取極の中で原子力施設の保 

 障措置の具体的方法を記載した文書  
 

・記載適正化のため前

頁へ移動。 
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変  更  前 変  更  後 備  考 

別表－５ 測定機器の校正（第２９条関係） 

 

        測定機器      校正時期又は頻度            校正方法 

       給水流量計 施設定期検査時    模擬入力信号による校正 

      原子炉圧力計 施設定期検査時    模擬入力信号による校正 

   局部出力領域モニタ 

 

燃焼度の増分が 1,000MWd/t 

に１回。ただし 250MWd/tの 

範囲内で延長することがで 

きる。 

 移動型炉内モニタ（ＴＩＰ） 

 による校正 

 

別表－５ 測定機器の校正（第２９条関係） 

 

        測定機器      校正時期又は頻度            校正方法 

       給水流量計 定期事業者検査時    模擬入力信号による校正 

      原子炉圧力計 定期事業者検査時    模擬入力信号による校正 

   局部出力領域モニタ 

 

燃焼度の増分が 1,000MWd/t 

に１回。ただし 250MWd/tの 

範囲内で延長することがで 

きる。 

 移動型炉内モニタ（ＴＩＰ） 

 による校正 

 

 

 

・法令改正に伴う変更 
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変  更  前 変  更  後 備  考 

 

報告等の種類 提出時期 概        要 報告等の根拠 

６．核燃料物質受払 

    計画等報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 当該期間の開始 

 前まで 

 

 

 

 

 

 

 

受払いに関する計画及び実在 

庫量の確認の実施に関する計 

画を１月１日から６月 30日ま 

での期間及び７月１日から 12 

月 31日までの期間について報 

告 

 

 

 

 法律 

   第 67条第１項 

 規則 

   第７条第 15項 

 （使用の許可を 

   受けた核燃料 

   物質について 

   は第７条第 17 

   項も適用） 

７．核燃料物質受払 

    計画等報告書 

   （変更） 

 

 

 

 

 

 

 変更後すみやか 

 に  

 

 

 

 

 

 

 

既に提出した上記６の報告書 

の記載内容に変更が生じたと 

きはその内容について報告 

 

 

 

 

 

 

 法律 

   第 67条第１項 

 規則 

   第７条第 16項 

 （使用の許可を 

   受けた核燃料 

   物質について 

   は第７条第 17 

   項も適用） 

８．核燃料物質輸入 

    （輸出）実施計 

    画報告書 

 

 輸入又は輸出実 

 施予定日前 

 

 

核燃料物質を輸入し，又は輸 

出する場合に，相手国名及び 

予定数量等について報告 

 

 法律 

   第 67条第１項 

 規則 

   第７条第 18項 

９．国際規制物資の 

    使用の届出 

 

 

 あらかじめ 

 

 

 

代表者の氏名，事業所の名称 

及び所在地，国際規制物資の 

種類及び数量，予定使用期間 

等について届出 

 法律 

   第 61条の３ 

     第４項 

 規則 

   第１条の３ 

10. 核燃料物質の事 

故損失に係る報 

告書 

発生後遅滞なく 核燃料物質の事故損失（国際約 

束に基づく保障措置の適用上支 

障のない軽微なものを除く。） 

が生じたときは，その状況，そ 

の原因及びそれに対して採った 

措置について報告 

 法律 

   第 67条第１項 

 規則 

   第７条第 29項 

11．サイト内建物報 

    告書 

 

 毎年 12月 31日か 

 ら１月以内  

 

毎年 12月 31日現在のサイト内 

の建物の概要及び配置等につ 

いて報告 

 法律 

   第 67条第１項 

 規則 

   第７条第 32項 

12．施設操業計画報告 

書 

当該期間の初日の 

 ２月前まで 

操業に関する計画を 

１月１日から６月３０日まで 

の期間及び 

７月１日から１２月３１日まで 

の期間について報告 

 法律 

   第 67条第１項 

 規則 

   第７条第 14項 

 

 

報告等の種類 提出時期 概        要 報告等の根拠 

６．核燃料物質受払 

    計画等報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 当該期間の開始 

 前まで 

 

 

 

 

 

 

 

受払いに関する計画及び実在 

庫量の確認の実施に関する計 

画を１月１日から６月 30日ま 

での期間及び７月１日から 12 

月 31日までの期間について報 

告 

 

 

 

 法律 

   第 67条第１項 

 規則 

   第７条第 15項 

 （使用の許可を 

   受けた核燃料 

   物質について 

   は第７条第 17 

   項も適用） 

７．核燃料物質受払 

    計画等報告書 

   （変更） 

 

 

 

 

 

 

 変更後すみやか 

 に  

 

 

 

 

 

 

 

既に提出した上記６の報告書 

の記載内容に変更が生じたと 

きはその内容について報告 

 

 

 

 

 

 

 法律 

   第 67条第１項 

 規則 

   第７条第 16項 

 （使用の許可を 

   受けた核燃料 

   物質について 

   は第７条第 17 

   項も適用） 

８．核燃料物質輸入 

    （輸出）実施計 

    画報告書 

 

 輸入又は輸出実 

 施予定日前 

 

 

核燃料物質を輸入し，又は輸 

出する場合に，相手国名及び 

予定数量等について報告 

 

 法律 

   第 67条第１項 

 規則 

   第７条第 18項 

９．国際規制物資の 

    使用の届出 

 

 

 あらかじめ 

 

 

 

代表者の氏名，事業所の名称 

及び所在地，国際規制物資の 

種類及び数量，予定使用期間 

等について届出 

 法律 

   第 61条の３ 

     第４項 

 規則 

   第１条の３ 

10. 核燃料物質の事 

故損失の発生等 

に係る報告書 

発見後直ちに 核燃料物質の事故損失（国際 

約束に基づく保障措置の運用 

上支障のない軽微なものを除 

く。）が生じたとき又は法律 

第六十一条の八の二第二項第 

四号若しくは法律第六十八条 

第十項から第十三項までの規 

定によりされた封印（紙製の 

ものを除く。）若しくは取り 

付けられた装置が正当な理由 

なく取り外され若しくは毀損 

されていることを発見したと 

きは，その旨を報告 

法律 

   第 67条第１項 

 規則 

   第７条第 29項 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・法令改正に伴う追加 
 
 
 
 
 
 
・No.10 の新規追加に
伴い変更前の No.10 以
降の No.を繰り下げ 
・No.11 以降は次頁に
移動 

 



福島第二原子力発電所 計量管理規定 変更比較表 

下線：変更箇所 
12／12 

 

変  更  前 変  更  後 備  考 

なし  
 

報告等の種類 提出時期 概        要 報告等の根拠 

11. 核燃料物質の事 

故損失等に係る 

報告書 

発見後３０日以 

内 

核燃料物質の事故損失（国際 

約束に基づく保障措置の運用 

上支障のない軽微なものを除 

く。）が生じたとき又は法律 

第六十一条の八の二第二項第 

四号若しくは法律第六十八条 

第十項から第十三項までの規 

定によりされた封印（紙製の 

ものを除く。）若しくは取り 

付けられた装置が正当な理由 

なく取り外され若しくは毀損 

されていることを発見したと 

きは，その状況，その原因及 

びそれに対して採った措置に 

ついて報告 

 法律 

   第 67条第１項 

 規則 

   第７条第 29項 

12．サイト内建物報 

    告書 

 

 毎年 12月 31日か 

 ら１月以内  

 

毎年 12月 31日現在のサイト内 

の建物の概要及び配置等につ 

いて報告 

 法律 

   第 67条第１項 

 規則 

   第７条第 34項 

13．施設操業計画報告 

書 

当該期間の初日の 

 ２月前まで 

操業に関する計画を 

１月１日から６月３０日まで 

の期間及び 

７月１日から１２月３１日まで 

の期間について報告 

 法律 

   第 67条第１項 

 規則 

   第７条第 14項 

 

・前頁からの移動によ
る新規頁追加 
 
・法令改正に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・法令改正に伴う変更 

 


